
個人情報ファイルの名称

行 政 機 関 等 の 名 称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

記 録 項 目

記 録 範 囲

記 録 情 報 の 収 集 方 法

✓

記録情報の経常的提供先

申請者及びその関係者

申請者及びその関係者からの提出資料

要 配 慮 個 人 情 報 含む 含まない

債務者、関係市、債権回収外部委託者

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）
県民文化局県民生活部県民生活課県民相談・情報セ
ンター

（所在地）〒460-0001　名古屋市中区三の丸2-3-2

１事務所、２福祉事務所、３母寡区分、４資金種別、５貸付決
定番号、６借受人氏名、７借受人生年月日、８連帯借受人氏
名、９連帯借受人生年月日、１０連帯保証人氏名、１１連帯保
証人生年月日、１２続柄、１３振込口座情報、１４振替口座情
報、１５学校名、１６学年、１７世帯類型、１８母親有無、１
９借受者区分、２０特例加算、２１母子福祉協力員、２２貸付
日、２３貸付期間、２４貸付総額、２５貸付月額、２６交付パ
ターン、２７貸付停止区分、２８貸付一時停止、２９完全停止
日、３０登録市町村、３１償還者、３２償還方法、３３償還回
数、３４償還期間、３５利率、３６額単位、３７余り処理、３
８償還免除、３９免除年月日、４０支払猶予期間、４１繰上償
還日、４２償還総額、４３償還残額、４４違約金総額、４５違
約金残額、４６変更日、４７電話番号、４８郵便番号、４９住
所、５０過誤払金、５１調定回、５２調定年月、５３調停額合
計、５４調定済情報、５５収納済額、５６領収日、５７未収
額、５８収納額、５９違約金、６０分割徴収情報、６１生活保
護情報、６２滞納理由、６３ランク、６４口座振替期間、６５
作成日、６６ページ数、６７貸付開始年月、６８貸付回数、６
９貸付残高、７０貸付予定年月、７１交付予定年月、７２元
金、７３利子、７４合計、７５最終納入日、７６記事日付、７
７記事時刻、７８対応手段、７９場所、８０対応者、８１担当
者、８２所属、８３記事内容

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

母子父子寡婦福祉資金貸付システム

愛知県知事

福祉局児童家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金の債権管理のために利用する。



訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

✓

有 ✓ 無

✓

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
る こ と が で き る 期 間

備 考 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報の概要

（行政機関等匿名加工情報の本人の数）

－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

令第21条第７項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

該当 非該当

－



個人情報ファイルの名称

行 政 機 関 等 の 名 称

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

記 録 項 目

記 録 範 囲

記 録 情 報 の 収 集 方 法

✓

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

－

児童及び保護者、その関係者

児童及び保護者からの聴取、関係者への調査等

要 配 慮 個 人 情 報 含む 含まない

児童及び保護者からの聴取、関係者への調査等

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

（名　称）県民文化局県民生活部県民生活課県民相談・情報センター

（所在地）〒460－0001　名古屋市中区三の丸2－3－2

児童及びその保護者に係る情報
１受付番号、２受付年月日、３相談種別、４受付経路、５氏
名、６性別、７生年月日、８本籍地、９現住所、10保護者、11
主訴、12措置年月日、12措置解除年月日、13措置別、14施設・
里親・指導者の名称、15障害児施設（医療）受給者証、16家族
構成、17家系図、18家族の状況、19保険証、20生活状況、21住
居状況、22経過一覧、23対応内容

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

児童相談所業務支援システム

愛知県知事

福祉局児童家庭課

児童の福祉に係る相談・指導等のために利用する。



✓

有 ✓ 無

✓

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
をすることができる期間

備 考 －

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び
所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

行政機関等匿名加工情報
の提案を受ける組織の名
称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿
名加工情報の概要

（行政機関等匿名加工情報の本人の数）

－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

令第21条第７項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報
の提案の募集をする個人
情報ファイル

該当 非該当



個人情報ファイルの名称

行 政 機 関 等 の 名 称

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

記 録 項 目

記 録 範 囲

記 録 情 報 の 収 集 方 法

✓

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

－

手当受給者、支給対象児童、受給者の配偶者、扶養義務者

受給者及び関係市町村からの提出資料

要 配 慮 個 人 情 報 含む 含まない

受給者、関係市町村

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

（名　称）県民文化局県民生活部県民生活課県民相談・情報センター

（所在地）〒460－0001　名古屋市中区三の丸2－3－2

１管轄部署、２市町村名、３証書番号、４受給者氏名、５受給
者生年月日、６受給者年齢、７性別、８受給者障害有無、９配
偶者有無、10受給者在留終了年月日、11受給者個人番号、12請
求年月日、13認定年月日、14受給者区分、15住所、16電話番
号、17認定当初支給開始年月、18支給開始年月、19５年等満了
月、20一部支給停止上限額、21支給区分、22金融機関、23管外
転出年月日・転出先管轄部署、24転入年月日・転入元、25資格
喪失年月日・事由、26支給差止年月・事由、27被災年度、28児
童氏名、29児童生年月日、30児童年齢、31同別居、32続柄、33
父母の状況、34事由発生年月日、35児童在留終了年月日、36該
当年月日、37制度上事由発生年月日、38児童公的年金受給予
定、39児童当初支給開始年月日、40父母氏名、41児童障害有
無、42児童障害種別、43児童手帳種類、44児童非該当年月日・
事由、45児童非該当予定年月日・事由、46父母障害種別、47父
母障害認定終了年月、48父母年金種類、49受給者所得情報、50
配偶者所得情報、51扶養義務者所得情報、52支払情報、53支払
履歴、54減額措置関連情報、55年金情報、56ＤＶ・備考情報

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

児童扶養手当システム

愛知県知事

福祉局児童家庭課

児童扶養手当及び子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世
帯分）支給事務のために利用する。



✓

有 ✓ 無

✓

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
をすることができる期間

備 考 －

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び
所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

行政機関等匿名加工情報
の提案を受ける組織の名
称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿
名加工情報の概要

（行政機関等匿名加工情報の本人の数）

－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

令第21条第７項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報
の提案の募集をする個人
情報ファイル

該当 非該当



個人情報ファイルの名称

行 政 機 関 等 の 名 称

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

記 録 項 目

記 録 範 囲

記 録 情 報 の 収 集 方 法

✓

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

－

手当受給者、支給対象児童、受給者の配偶者、扶養義務者

受給者及び関係市町村からの提出資料

要 配 慮 個 人 情 報 含む 含まない

受給者、関係市町村、公益財団法人東海交通遺児を励ます会

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

（名　称）県民文化局県民生活部県民生活課県民相談・情報センター

（所在地）〒460 ‐0001　名古屋市中区三の丸2－3－2

１認定番号、２機関、３受給者氏名、４受給者生年月日、５受
給者区分コード、６電話番号、７住所、８金融機関、９状態
コード、10児童数１～３年、11児童数４～５年、12手当月額、
13届出種別、14処理区分、15市区町村受付日、16文書番号、17
変動年月日、18変更年月日、19申請日、20認定日、21喪失日、
22喪失事由コード、23支給開始年月、24支給終了年月、25交通
遺児、26有期認定年月、27有期認定区分コード、28認定却下、
29認定却下事由、30児童番号、31児童氏名、32児童生年月日、
33当初支給開始年月日、34児童支給終了年月、35支給要件コー
ド、36児童同居区分コード、37児童続柄コード、38支給額コー
ド、39非該当日、40非該当事由コード、41却下日、42却下事
由、43受給者所得情報、44配偶者所得情報、45扶養義務者所得
情報、46支払差止情報、47未支払手当受取人情報、48額改定履
歴情報、49支払実績

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

愛知県遺児手当支給事務処理システム

愛知県知事

福祉局児童家庭課

愛知県遺児手当支給事務のために利用する。



✓

有 ✓ 無

✓

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
をすることができる期間

備 考 －

作成された行政機関等匿
名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び
所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

行政機関等匿名加工情報
の提案を受ける組織の名
称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿
名加工情報の概要

（行政機関等匿名加工情報の本人の数）

－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

令第21条第７項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報
の提案の募集をする個人
情報ファイル

該当 非該当


